
平成２７年５月２７日

九 州 地 方 整 備 局

長崎河川国道事務所 

『梅雨期に備えて！！』 

～洪水(地震)時河川巡視の訓練を実施します～ 

長崎河川国道事務所では、平時より本明川の河川巡視を実施し、河川区域にお

ける異常や変化を確認していますが、洪水(地震)時においても、堤防や護岸、樋

管等の河川管理施設の巡視を行っています。 

今年も梅雨期に備え、洪水（地震）時に緊急かつ適切な対応を行うため、洪水

(地震)時河川巡視を担当する７業者と長崎河川国道事務所の職員による洪水（地

震）時の巡視訓練を実施します。 

■ 訓練内容

巡視要領の説明、現地及び巡視ルート確認、洪水時を想定した巡視訓練 

■ 日時等

・ 日時：平成２７年５月２９日(金) 9:30～15:00

・ 場所：諫早出張所、本明川水系の国管理区間（別紙参照）

※河川巡視とは、河川管理者の管理する区域を日常的に巡回することにより、河川区域に 

おける異常や変化を発見・把握する河川管理行為です。 

※長崎河川国道事務所では、本明川水系の国管理区間において、災害時の応急対策や洪水 

（地震）時の河川巡視等を行うために、長崎県内の建設業者７社と「災害時における応急 

対策業務に関する基本協定」を締結しています。 

【問い合わせ先】 

国土交通省 長崎河川国道事務所 諫早出張所 

出張所長 末吉 仙英（すえよし のりひで） 

〒854-0011 長崎県諫早市八天町２０－１５ 

  TEL：0957-22-1356 FAX：0957-22-1357 

記者発表資料



（別紙） 

 

 

 

 

１．洪水(地震)時巡視について 

 ■巡視の内容 

 

■洪水時巡視の流れ 

① 待機：状況に応じて出動出来るように会社等で待機する。 

② 招集：諫早出張所へ集合し、事前ミーティングを行う。 

③ 出動：河川巡視の開始 

④ 解散：河川巡視の終了 

 

２．洪水時巡視区間 

 

 

堤防、高水敷 決壊、崩壊、亀裂、陥没、漏水等 

護岸、水制 崩壊、亀裂、陥没、流失、洗堀、沈下、傾斜等 

水門、樋門、樋管、陸閘 

（許可工作物も含む） 

本体の状況、操作の状況(全開・全閉等)、取付護岸、

亀裂、洗堀等 

橋梁 本体の状況、取付護岸、洗堀、流出、ゴミ等 

堤防の住居側の状況 浸水、漏水 

その他 流木、ゴミ、水防活動状況等 



 

３．巡視訓練について 

 ■日時：平成２７年５月２９日(金) 

■スケジュール 

・  9:30～10:00 洪水時巡視の説明(実施要領及び項目、巡視ルート、巡視に当たっ

て留意(注意)事項の確認等)、河川情報の入手方法及び過去の出水

状況の説明 

・ 10:00～12:00 現地調査(巡視ルート、危険箇所、内水頻発箇所等の確認) 

・ 13:00～15:00 巡視訓練(洪水時を想定した一連の巡視訓練) 

 ■場所：洪水時巡視の説明（諫早出張所）、現地調査（下記の５つの巡視区間）、巡視訓

練（諫早出張所） 

 

 

  

  
 

 ■過去の洪水時巡視の実績 

   平成２６年度：３班（7/3） 

   平成２５年度：無し 

   平成２４年度：３班（6/16,6/24）、 

   平成２３年度：１班,２班,４班,５班（6/12,8/23,8/24） 

３班（6/12,6/20,8/23,8/24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡視訓練の状況

洪水時巡視の状況 


